
■2026年度　機構認定集中治療科専門医新規申請について

1.申請対象者
　機構認定の集中治療科専門医新規申請にあたって、
　申請者は機構認定集中治療科専攻医研修カリキュラムを修了している必要があります。
　研修カリキュラムの修了には、2年以上の研修施設への在籍が必要となります。
　2026年度の申請では、2023年4月1日以降に集中治療科専攻医研修カリキュラムを開始し、
　2026年6月までに修了要件を満たし、研修カリキュラムを修了した方が対象となります。
　【申請対象者】
　・2023年4月1日研修開始

要件を満たし次第、研修修了可能
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　・2024年6月研修開始

要件を満たし次第、研修修了可能

2.研修カリキュラムの修了から申請までの流れについて
　2026年度機構認定集中治療科専門医新規申請を行うためには、申請月である2026年6月
　までに研修カリキュラムを修了し、会員マイページから、専門医新規申請を完了させる
　必要があります。

申請期間

※6月中に研修カリキュラムの修了要件を満たし、
　6月中に研修修了が認められた専攻医も、申請が認められます。
　ただし、申請期間を越えた2026年7月1日以降の申請は受け付けられません。
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①研修修了要件を揃える
　◇学会発表、学会出席について：
　　2026年度の申請において、以下の学術集会への出席、発表も認められます。
　　　【2026/3/5(木)～3/7(土)　第53回日本集中治療医学会学術集会】
　　　【2026/6/20（土）　第10回関西支部学術集会】
　　　【2026/6/21（日）　第10回中国・四国支部学術集会】
　　上記の学会への出席、発表の登録を希望する場合には、
　　対象の学会終了後、＜2026/6/23(火)＞までに下記の必要事項と合わせて、
　　事務局までメールでご連絡ください。

※必ず、学会に出席された、発表されたうえでのご連絡をお願いいたします。
※2026/6/24(水)以降に届いた依頼は受け付けられませんのでご注意ください。
提出先：sys_icu_training@jsicm.org
＜必要事項＞

　　・学会出席については、氏名・会員番号と合わせて参加証明証を添付ください。
　　・学会発表については、学術集会名・氏名・会員番号・発表演題名をお知らせください。

※研修管理システムへの反映には、2～3営業日お時間をいただきます。
※演題発表については抄録を確認のうえ登録いたします。
　当日の取下げなどが後日判明した場合には、登録取り消しとなり、
　研修カリキュラムの修了も取消しとなります。

②統括責任者から、研修修了判定を受ける
　研修終了の要件を満たすと、統括責任者宛に研修修了判定の依頼メールが配信されます。
　施設の統括責任者が、研修修了判定を行います。

③申請書類の準備
　統括責任者から研修修了判定を受けると、専門医申請に必要な書類のダウンロードが
　可能になります。



　＜申請に必要な書類＞
　1）新規申請書（日本専門医機構認定集中治療科領域専門医新規申請書）：

　職歴は自身で入力してください。
　最近3ヶ月以内に撮影した、4×3cmの顔写真（正面脱帽）を貼り付けください。
　デジタルデータを貼り付け可。

　2）在職証明書：
　研修管理システムに登録された記録を元に、在職証明書が発行されます。
　勤務した機構認定専門医研修施設の病院長による、記載事項に誤りの無いことの
　証明として署名（ゴム印可）と公印が必要です。
　※研修施設が複数の場合は、それぞれの施設の病院長の署名と公印が必要

　3）医籍番号が確認できる書類（医師免許など）

　4）基本領域の専門医認定証
　基本領域（救急科、麻酔科、小児科、内科（認定内科医も含む））の専門医認定証

　※1）～4）の書類は全て、PDF形式での提出となりますので、
　　スキャン等を行い、PDF形式として準備ください。原紙は提出不要です。

④申請書類のアップロード
　会員マイページの、専門医メニュー＞機構認定＞申請ボタンより、申請画面に入り、
　③で準備した申請に必要な書類4点をアップロードし、申請となります。
　合わせて、会員マイページから書類審査料（16,500円/消費税込み）をお支払いください。
　申請の締切は＜2026年6月30日(火)＞です。それまでに必ず申請を行ってください。

※「③申請書類の準備」以降の手順、詳細は、申請の手引きにも記載があります。
　申請の手引きと合わせて確認ください。
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